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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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教 育 委 員 会 告 示

○指定文化財の指定の解除 （文化財課取扱い）１

○指定文化財の指定 （文化財課取扱い）１

鹿児島県教育委員会告示第５号

鹿児島県文化財保護条例（昭和30年鹿児島県条例第48号）第26条第５項の規定に基づき，次

の表に掲げる鹿児島県指定無形民俗文化財の指定は，令和７年３月28日付けで解除されたもの

となるので，同条第７項の規定に基づき告示する。

令和７年４月30日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

無形民俗文化財

名 称 所 在 地 所有者又は管理者等 指 定 告 示

大隅町岩川八幡 曽於市 大隅町弥五郎どん祭り保存会 昭和63年３月23日

神社の弥五郎ど 教育委員会告示第２号

ん祭り

鹿児島県教育委員会告示第６号

鹿児島県文化財保護条例（昭和30年鹿児島県条例第48号）第４条第１項及び第30条第１項の

規定により，次の表に掲げる文化財を鹿児島県指定有形文化財及び鹿児島県指定史跡に指定す

る。

令和７年４月30日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

有形文化財（建造物）

所有者又は
名 称 所 在 地 備 考

管理者等

藤田家 住 宅 摩川内市入 個人 藤田家住宅は，入来麓伝統的建造物群
ふじ た け じゅう たく

オモテ ナカエ 来 町 浦 之 名 保存地区の武家屋敷群から1.5kmほど離

附 附属屋 9678番地 れた位置に建つ薩摩藩古来の郷士の武家
つけたり ふ ぞく や

氏神 石垣 屋敷で，主屋と附属屋を主とする敷地全
うじ がみ いし がき おも や ふ ぞく や

石門 体が伝統的武家住まいの構えをよく残し
いし もん

ている。建築時期は，18世紀後半から19

世紀初頭と考えられ，敷地内にオモテ及

びナカエが棟を別にして雁行して並んで
がん こう

おり，附属屋，井戸，洗い場，風呂場等

が揃っている。さらに，石造りの石垣，

石門及び氏神が残る。内観の特徴として，
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玄関，座敷及び上段の間が一直線上に並

び，奥に床の間がある。希少な呼称「オ

モテンカシタ」の座敷を含む四 畳 間の
よ じょう ま

上座敷を持ち，間取り変遷の痕跡を維持

保全している。

旧 島津家別邸 鹿児島市吉野 一般財団法 旧島津家別邸の主屋は，表座敷と奥座
きゅう しま づ け べっ てい

主屋 町9685番地 人陽山美術 敷の２棟で構成し，桜島を望んで棟方向
おも や むね

館 を南北とする。敷地内には南西に土蔵，
ど ぞう

北西に煉瓦炊事場や浴室跡，南東に祠
れん が ほこら

が残る。建築時期は明治20年代と考えら

れ，大きな大名屋敷で，「仙巌園御殿」

と同様の畳 割の建築工法や一間幅広縁
たたみ わり いっ けん はば ひろ えん

と板張縁を用いて表座敷と奥座敷を結び，
いたばりえん

座敷境に設えた一間板絵二枚で迎える。
しつら

石垣で囲まれた大名屋敷地全体が保全さ

れて貴重である。

有形文化財（彫刻）

所有者又は
名 称 所 在 地 備 考

管理者等

摩川内市入来 摩川内市入 個人 三尊像は，秀麗な面立ちで，体部の衣
さつ ま せん だい し いり き

町 の木造阿弥 来町浦之名33 文表現なども細部まで行き届いた造形で
ちょう もく ぞう あ み

陀三尊像 附 番地 入来郷 ある。制作されたのは，鎌倉時代13世紀
だ さん ぞん ぞう つけたり

木造僧 形 立 土館 半ば頃と考えられる。木造僧形立像は，
もく ぞう そう ぎょうりゅう

像 三尊像にやや遅れて造られたとみられる
ぞう

が，作柄は優れており，鎌倉時代後期か

ら室町時代（14～15世紀）頃の造立と考

えられる。廃仏毀釈を免れた優れた鎌倉

時代の彫刻としても，当時流行の先端で

あったとみられる「 生 身」性を付与さ
しょう じん

れた仏像の一例としても貴重なものであ

る。

史跡

所有者又は
名 称 所 在 地 備 考

管理者等

天保山台場跡 鹿児島市天保 鹿児島県， 天保山台場跡は，嘉永３（1850）年に
てん ぽ ざん だい ば あと

山町24番 鹿児島市 第10代藩主島津斉興によって築かれ，文

久３（1863）年の薩英戦争において，イ

ギリス艦隊と砲撃戦を交えた台場であり，

ここからの砲撃で戦いが始まったといわ

れている。

鹿児島藩が西欧の軍事・科学技術を積

極的に導入する契機となった薩英戦争で

使用された台場であり，日本の近代化の

過程を知る上でも貴重な遺跡である。
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